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審査経過 

藤原委員長が開会を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に宮﨑委員、中村委員

を指名した。その後、直ちに議事に入り、継続調査案件となっている「所管事業の令和５

年度進捗状況及び予算の執行状況等の調査について」及び「伊勢市病院事業に関する事項」

を順次議題とし、当局から報告、報告への質疑を行い、「所管事業の令和５年度進捗状況

及び予算の執行状況等の調査について」は調査を終了とし、「伊勢市病院事業に関する事

項」については今後も継続して調査をすることを決定し、委員会を閉会した。 

なお、詳細は以下のとおり。 

 

開会 午前９時56分 

 

◎藤原清史委員長 

 ただいまから教育民生委員会を開会いたします。 

 本日の出席者は全員でありますので、会議は成立いたしております。 

 これより会議に入ります。 

 会議録署名者２名は委員長において、宮﨑委員、中村委員の御両名を指名いたします。 

 本日御審査願います案件は、「所管事業の令和５年度進捗状況及び予算の執行状況等の

調査について」及び「伊勢市病院事業に関する事項」であります。 

 議事の進め方につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御異議なしと認めます。そのように取り計らいさせていただきます。 

 

【所管事業の令和５年度進捗状況及び予算執行状況等の調査について】 

 

◎藤原清史委員長 

 それでは、「所管事業の令和５年度進捗状況及び予算の執行状況等の調査について」の

御審査をお願いいたします。 

 当局から説明を願います。 

 財政課長。 

 

●太田財政課長 

 それでは、「所管事業の令和５年度進捗状況及び予算の執行状況等の調査について」御

説明申し上げます。 

 資料１を御覧ください。このたび御説明申し上げます予算の執行状況等は、各常任委員

会から御指示のありました16事業について作成したものでございます。教育民生委員会所

管分の執行状況については、６ページから11ページに記載の６事業が該当します。 

 それでは、６ページをお願いいたします。まず、様式について御説明をいたします。 

上段に、事業目的を記載しております。事業内容の欄には、当初予算編成時に想定した内
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容・計画等を、進捗状況の欄には、特にことわりがないものについては、本年11月１日時

点における予算執行上の現状を、事業を取り巻く状況等の欄には、事業執行に伴い生じた

課題・問題点、今後の展望など現状分析を行っております。また、下段の事業費欄に、現

計予算額等を記してございますが、執行済額は９月末時点での支出負担行為済額を記載し

ております。 

 それでは、各事業の概略について御説明いたします。まず、孤独・孤立対策推進事業で

す。本事業は、働きづらさを抱えた方の個性や意欲に応じた社会参加等について、伊勢市

多分野協働プラットフォームを構成する関係機関が連携し、地域共生社会の実現を図るも

のでございます。 

 執行状況としましては、孤独・孤立対策として、いせ就労チャレンジ☆カフェ、ひきこ

もり支援事業として、ひきこもり地域支援センターつむぎをそれぞれ相談窓口として設置

し、各種支援を行っております。 

 社会参加や就労支援については、民間企業や地域団体の協力が必要不可欠であり、伊勢

市多分野協働プラットフォームにおいて具体的な支援方法を検討するとともに、市役所に

おいても、部・課の垣根を越えた全体的な取組を進めてまいります。 

 次に、７ページ、おでかけ支援事業です。本事業は、日常生活における高齢者・障がい

者の外出を支援するため、バスやタクシーの利用乗車券を交付し、社会参加の促進と健康

増進を図るものでございます。 

 執行状況としましては、９月末現在で、利用乗車券の交付者数は１万4,843人、交付率

62.7％、また、利用枚数は９万401枚、利用率14.4％となっております。 

 今年度から、これまでのバスに加え、タクシー利用に対しても助成するおでかけ支援事

業にリニューアルして事業を実施しており、タクシーでも利用できることを評価する意見

を多くいただいております。 

 次に、８ページ、脱炭素社会普及促進事業です。本事業は、令和４年10月に表明したゼ

ロカーボンシティいせの実現を目指し、脱炭素の普及、促進を行うものでございます。 

 執行状況としましては、事業所における温室効果ガス排出量の算定や省エネルギー診断

等に係る費用の一部を補助する伊勢市事業所脱炭素化支援補助金の受付を開始しました。

また、市域の温室効果ガス排出量・吸収量の現状把握の調査に向けて契約準備を進めてお

ります。 

 脱炭素型ライフスタイルへの転換は生活に直結していることから、市民の皆さんが取り

組みやすい施策の展開とともに、事業所や関係団体との連携強化を図ってまいります。 

 次に、９ページ、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ推進事業です。本事業は、生ごみの水切り、食品

ロス、燃えるごみの削減などの啓発を展開し、脱炭素及び循環型社会の実現を目指すもの

でございます。 

 執行状況としましては、小学校や自治会を対象に、食品ロスや雑がみ類の資源化に関す

る出前講座を実施しました。また、民間施設を活用した刈り草の資源化について調査・研

究を行っております。 

 今後は、令和６年４月から、全市においてプラスチック製品の分別回収の実施を予定し

ていることから、市民への周知を強化してまいります。 

 次に、10ページ、部活動指導員配置事業です。本事業は、中学校における部活動指導体
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制の充実及び教員の負担軽減のほか、部活動の在り方について協議を行うものでございま

す。 

 執行状況としましては、運動部で５名、文化部で３名、計８名を配置し、部活動の指導

に当たっています。また、部活動あり方準備委員会を開催し、部活動の地域移行に向けた

協議・検討を進めております。 

 部活動指導員を配置した学校では、生徒の技能向上やチームの活性化のほか、教員の負

担軽減、時間外勤務の減少にもつながっており、今後の地域移行も視野に入れ、部活動の

拠点校方式、合同練習、さらなる地域指導者の受入れを検討してまいります。 

 次に、11ページ、不登校対策子ども未来サポート総合推進事業です。本事業は、誰もが

安心して生活できる学校づくりを進め、児童生徒の社会的自立を目指し、不登校児童、生

徒、保護者、学校を支援するものでございます。 

 執行状況としましては、現在、教育支援センターに小学生５人、中学生14人が通級して

おり、社会的自立に向けた支援を行っております。また、児童生徒自立支援員１名を増員

し、支援体制の強化を図りました。 

 不登校児童・生徒数について、伊勢市を含め全国的に増加傾向で大きな課題となってお

り、今後も文部科学省が示す不登校児童生徒の支援に関する方針等を踏まえ、誰一人取り

残されない学びの保障に向けた取組を進めてまいります。 

 以上、教育民生委員会所管事業の令和５年度進捗状況及び予算の執行状況等について、

概略を御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 ただいまの説明に対しまして、御発言はありませんか。 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 おはようございます。幾つかお聞かせ願いたいと思います。まず、おでかけ支援事業に

ついて、この事業を取り巻く状況等を見せていただきますと、タクシーが利用できること

を評価する意見をいただいていると、こういう記載があります。この300円という額につ

いて、どのような評価をしているのか、現在把握しているところで教えていただけますか。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 今年度からタクシー利用にということで使えるように乗車券のほうをさせて頂きまして、

タクシーの利用について300円でも大変助かりますというような御意見もいただいておる

ような状況でございます。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 
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○中村功委員 

 全体的に見るとまだまだ利用が少ない。ほんで、今年からタクシーに人気が出てきたと、

こういうことであれば、もっと上げたほうがいいのかなという視点もあるのかなと。どれ

だけという問題があるか分かりませんが、そこら辺の上げた場合の、逆にデメリットとい

うのは、どんなように考えておりますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 この事業につきましては、高齢者であるとか障がいのある方にその外出の機会を増やす

ということを目的にさせていただいておりまして、限られた助成額ではございますけれど

も、できるだけ多くの回数の外出をしていただきたいということで、多くの回数を助成し

たいというような趣旨でやらせていただいているような状況でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 そのお出かけということに関して、やっぱり私もたまに乗るんですが、バスの車高とい

うのか高さがやっぱり膝の不自由な方は、やっぱりタクシーのほうが便利かと思うんです。

やっぱり目的がお出かけということであれば、タクシーを今後の課題にはなると思うんで

すが、タクシーの利用を増やせるようなところ、額を上げるだけではないと思いますので、

まだまだ周知も分かっているのかどうかなという気もしますので、年度途中でありますの

で、その辺の啓発というのは必要かなと考えます。それについてどうでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 タクシー事業者さんの御協力、御理解も含めましてこのような事業で実施をさせていた

だいておるところでございます。また、先ほどおっしゃられたその周知の部分も引き続き

まして、皆さんにしっかりと知っていただくように努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

 



 5 

○中村功委員 

 啓発のほうもよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

 それでは次に、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ推進事業について。この水切りのいろいろな啓発を

しているようですが、現時点でのこの効果というのは、どのように把握しているでしょう

か。短めでよろしいよ、短めで。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 水切りの取組の状況でございますけれども、現在は自治会のほうにプラスチック製品の

説明に行っとるということで、それに合わせた啓発と、それから子供さん方、小学校５年

生の生徒さんに向けて啓発のほうをさせていただいとるところでございます。効果のほう

といたしましては、その水切りの方法というのを十分知らなかった、そういったところも

あって、周知したことで一定の効果があったというふうに我々理解しております。以上で

ございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 啓発、よろしくお願いしたいと思います。それでは、今出たプラスチックの件について

お聞きしたいんですが、今回15自治会ですね、実施についてしているかと思うんですが、

それの状況はどんなような、現時点の実施している状況はどんなようなことでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 先行実施で行っている15自治会の状況でございますけれども、以前、教育民生委員協議

会のほうでも御報告させていただきました組成調査の中で、まだ割合的には、そのプラス

チック製品の占める割合というのが現時点におきましても4.21％ということで、プラ製品

の排出自体が少ないというようなそんな状況でございます。また、併せてペットボトルや

金属の構成した構成物というのが混ざっている不適物というのもやはり調査の中で多く見

受けられる、そういったような状況でございます。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 
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○中村功委員 

 そうすると、私とこはまだ包装容器のほうで収集しているんですが、これまでの地区で

のプラスチックの中にもそのペットボトルが入っとったりとか、そういうことがあったん

でしょうか。このプラスチックの15自治会に限って一緒にしたおかげでペットボトルまで

入ってきたと、こういう理解なんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 この先行実施の15自治会のみならずでありますけれども、ごみの組成調査ということで、

今回の組成とはまた違う形での調査も年１回させていただいとるところではありますけれ

ども、ペットボトル自体の混入というのもやはり燃えるごみの中に含まれてきとるという

ような状況でございます。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 分かりました。今現在、そういうことで何か周知している、啓発しているということで

ありますので、よろしくお願いしたいと思います。そうすると、今、説明会を行っている

とこういうことなんですが、あと半年ですか、半年ありませんけれども、各自治会に今説

明会を行っているということでしたが、少なくとも私のところには、一般市民としてその

プラスチックが一緒になるというのがなかなか伝わってこないんですが、どのような説明

会をしているんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 説明会のほうでございますけれども、全自治会に回るということの中で、まずはちょっ

と役員さん方にアポ取りをしながら、その地区でのそのやり方というのは各地区での説明

の仕方というところでの調整にはなってこようかと思いますけれども、現在は役員さんを

通じた形で、まずは説明をさせていただきながら、そして回覧物というようなところでプ

ラスチック製品、こういったものが分別しなければならない、そういった説明のほうをさ

せていただいておるところでございます。 

 また後ほど、市民の皆様方、幅広い周知のほうに関しましては、後々に自治会のほうか

らもその回覧等での周知もあろうかと思いますけれども、広報や市からの分別ガイドブッ

クの配布、そういったところでのアナウンスも丁寧にしていきたいなというふうに思って

おります。以上でございます。 
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◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 そうすると、我々役員としては、その説明会でいいかと思いますが、一般市民に伝わる

のはどのタイミングで伝わるんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 まず、説明を自治会のほうにさせていただきましたんで、後ほどチラシなりの回覧とい

うことで、もう周知というのがそれぞれの市民の皆さん方への周知という形で伝わってく

るんかなというふうには考えております。先ほど申しましたように、我々行政側のほうか

らも広報やホームページ等を通じて丁寧に御説明のほうをしていきたいというふうに思い

ます。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 ホームページと今言われましたが、ホームページもいいんですが、やっぱり回覧なりチ

ラシなりになるんかと思いますが、ごみを出す、資源を出すというやっぱり市民に対して

見える形で啓発しないと、ホームページで出とるんやでもうそれでいいんやというような

ことにはならないようにお願いしたいなと思います。 

 あと、その説明会での、僕、説明会の内容がちょっと分かりにくいもんで、お門違いの

質問するんか分かりませんが、反応というのはどんなんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 説明会でのその質問といいますか、御意見というのがありましたのが、やはりどんなも

のを出していったらいいのかということの中で、規格のものです、50センチ未満のもの、

50センチ以上のものやったらどのようなふうに出したらいいのかとか、それから先ほど申

しました構成物、金属がついたような構成物は駄目なのかというような個別なその品目に

関しての意見があったり、それからまたオレンジ色の網袋に今プラスチック製容器包装と

一緒に排出していただくんですけれども、網袋が不足した場合はどういうような対応した

らいいのか、そういったような質問のほうをいろいろいただいておるところでございます。 
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以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 確かに、混成したそのものというのが、これからなかなか難しいのかなと、これまでで

もそうなんですが、私、せんだって上勝町という町に行政視察に行ってきたんですが、や

はり細かくは見られなかったんですが、やはり混成物の一例としてライターの分別と、も

ちろんライターのみということでやはり、ライターってたばこの、あれっていうのはガス

も入っている、空にしたところでプラスチックと金具があると。私も前はたばこ吸ってい

たときには、分解して出していた覚えがあるんですが、なかなかそれは面倒くさいという

ことで、そこの上勝町では、もうライターという品目で分別をされていました。例えば、

おもちゃとかそういうことも、かねとプラスチックというのが今後も出てくるかなと思う。

そこが一番市民にとっては悩ましい、悩むところなんかなと思いますので、今後も啓発で

すね、一にも二にも啓発と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次に、もうあまりあれなんで１つだけ、部活動指導員についてお聞きしたい

と思います。この指導員になるのは、もう何年かたっておるんですが、指導員はどういう

人がやられておるのか、教えていただけますか。 

 

◎藤原清史委員長 

 学校教育課副参事。 

 

●東端学校教育課副参事 

 様々な方がいらっしゃるんですけれども、学校で60歳を超えて定年された方とか、学校

の昔職員さんをされていたという方がされていることが多いです。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 当然ながら経験者というところだと思うんですけれども、学校としてはまだまだこれ、

８名ですか、８名に配置をされているということで、今後も増やしたいんだろうと思うん

ですが、その辺の啓発というのか、何か求人というのか、ちょっとよく分かりませんが、

なっていただく勧誘というのは、どのようにしていくお考えなんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 学校教育課副参事。 
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●東端学校教育課副参事 

 まず、やはり学校のほうでどれぐらい必要かというのはこちらも調査をさせていただい

ておりまして、その中でどういう協議、どういう方が必要というのもなる中で、求人のほ

うについては、まちの方に聞いてみたりとかそういうこともあるんですけれども、やはり

学校のほうからこの方がいいんやわというような話もたまにいただきますので、そういう

形で講師等を集めているというのが実際の状況でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 何かそこへせっかく行きたいけれども、行きにくいとか、あるいは手当がもっと欲しい

とか、あまりそういうことはないんだと思うんですが、そういうことは何か、手当の場合

は特に満足するぐらいの、満足と言うとおかしいかな、適正な価格ぐらいの形にはなって

いるんでしょうか。安いので行きたくないと、そういう方は見えないかと思いますが、そ

のような傾向があるのかどうか教えていただきたいと思います。 

 

◎藤原清史委員長 

 学校教育課副参事。 

 

●東端学校教育課副参事 

 やはり安いなと言って、行きたくないという方は今まではなかったんですけれども、各

市町よりも伊勢市のほうは非常に充実した形で補助させていただいておりますので、それ

に不満を言われる方はないということになっております。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 中村委員。 

 

○中村功委員 

 ありがとうございます。今後、今年は８人ですが、次年度もまたどんどん増えて、職員、

教員の負担軽減になるように努力していただきたいなと思います。ありがとうございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

 楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

 おはようございます。まず、孤独・孤立対策推進事業についてお伺いをしたいんですけ

れども、この間の進捗状況のところで、相談件数が58件、これは延べが355件だから何度

も何度も来ていただいている方がいらっしゃると思うんですけれども、それからフリース
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ペースの開催、これが利用者が22人というふうに出ているけれども、今、伊勢市内で実際

に支援が必要な方がどの程度いらっしゃるかとか、そういった試算みたいなものはござい

ますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 ひきこもり状態にある人の推計でございますが、全国の調査に併せ持って人口比で算出

した参考値としましては、伊勢市でひきこもり状態にある人の推計は約1,400人と考えて

おります。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

 比率で推計すると1,400人ぐらいいらっしゃるということなんですけれども、そのうち

の相談に来ていただいている方は58件、非常に少ないのかなと思うんですが、やはりどこ

にその支援が必要な方がいらっしゃるのかというのは、こちらとしてもアウトリーチ的に

つかんでいく必要があるんだろうと。こういったところに相談にいらっしゃる方というの

は、まだそれなりに積極性があるんであろうと思うんですけれども、そうじゃない人たち

のところへどう支援を広げるのかというのが問題やと思うんですけれども。そのことを考

えたときに、その事業内容のところで実態把握調査というのがあるんですけれども、これ

については進捗状況のところにはそれが書かれていないように思うんですが、これについ

ては今、どのようになっていますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 実態調査におきましては、令和４年度では、一応把握は130人させていただいておりま

す。また、令和５年度においても引き続きさせていただいてしており、その実態把握、ま

たはその対応を行っております。また今回、ひきこもり支援センターつむぎを設置したこ

とにより、相談窓口が明確化になり、ＳＮＳを利用する若年層からの相談が確実に増えて

いる状況で、センター設置は相談の最初の一歩につながったというのは実感しております

ので、今後もＳＮＳやこの把握に対して対応して、アウトリーチを行っていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎藤原清史委員長 

楠木委員。 
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○楠木宏彦委員 

 確かに、どちらかというと孤独・孤立の状態に陥っている方というのは若い人が多いの

かなと。そういう人たちは、割とＳＮＳというか、そういうウェブ環境なんかもあると思

うので、それは非常にいい方向性だと思うんですけれども、やはりまだまだ把握し切れて

いないところがあると思うので、それは各地域の自治会なり、民生委員なり、そういった

ところとどのように連携していくのかというのは、これからももっとこの実態把握調査と

いう点におきましては、大切なことかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それから次に、脱炭素社会普及促進事業ですけれども、ここであちらこちらで意識を変

えていくとか、市民のライフスタイルを行動を変容させるだとか、そういったことが出て

いるんですけれども、やはり意識を変えてくださいというのはなかなか難しいので、そう

いうときにやはり市としてこのようなやり方があるよというようなそういう足を踏み出す

きっかけですよね、こんなことができるんだ、あんなことができるんだという、そういっ

たことについて市として何かやっているのかなと思うんですけれども、決算のときにも質

問させてもらいましたけれども、ごみ処理機の問題ですよね。これは非常にまだまだ普及

率が低いというようなこともあったり、あるいは自転車の道路も整備してきているという

ふうなこともあって、そういった面での刺激にはなるんだろうと思うんですけれども、こ

ういう市として、控えてくださいじゃなくて意識を変えていけるような、そういった仕組

みというか、そういったものについては何か考えておられますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 環境課長。 

 

●山本環境課長 

 ありがとうございます。脱炭素推進事業につきましては、一旦は脱炭素経営であったり、

ライフスタイルであったり現状把握ということで事業化のほうをさせていただいています。 

 この取組につきましては、すごく幅広い取組であり、各庁内でも各事務事業の中にもそ

ういった盛り込めるところがあると思います。議員おっしゃられるような、自転車やった

り、様々な取組ができると思いますので、関係課と連携して今後も推進していきたいと考

えております。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

 脱炭素社会ということで、政府の目標も2030年度の目標もあります。もうあと７年ぐら

いなんですよね。それから、その後2050年にはもうカーボンニュートラルと、こういった

目標も掲げられているわけで、それに向かって本当に伊勢市が、伊勢市内に限ってそこで

やっぱりこのことを実現していかないといけないんだろうということは思うんですけれど
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も、だからそういった意味での積極的なそういう取組、それから様々な恐らく意見あるい

は案を持っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、そういった方々の案を結集して、

本気でやっぱり2050年にはカーボンニュートラルだということで進めていっていただきた

いなと思います。 

 次に、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ推進事業なんですが、これは先ほども話出ましたけれども、

製品プラスチックですよね、これの回収ということを来年度から本格的に取り組んでいく

ということなんですけれども、それもあるけれども、私すごく気になるのは、今、回収し

ている容器包装ですよね。これなんか本当に難しいなという感じがするんです。私も自分

で食事のことなんかしたりするときに、容器に入っとったトレーなんかをどこまできれい

にするのかと、あるいは水で洗い流すとか、あるいはティッシュで拭き取るとかいろいろ

やっているんですけれども、これ面倒くさいなと思いながら立場からやっぱりやらないか

んなと思いながらやっとるんですけれども、でも一般の方から見ると本当に面倒な面があ

ると思うんですよね。 

 だから、どの程度まできれいにする必要があるのか。あれ本当にもうきちんときれいに

していると思われる方もいらっしゃるんですけれども、もうこれいいやということで、結

局燃えるごみに混入させてしまうという面があると思うんですよね。そういう面について

何かこうその課題をどのように克服していけばいいのか。これ本当に市民との協働ですけ

れども、それについて何か考え方はありますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 容器包装の洗浄、出し方というようなところの話だと思います。容器包装につきまして

も、これまでに私どもとしましては、水ですすいで汚れを落として出してくださいという

ような、そんな話もさせてもらっとるかと思います。資源物につながるということですの

で、市民の皆様方、このプラスチック製品の啓発の折にもそうなんですけれども、どうし

ても固形物ということで付着したものが取れない、そういったようなものであれば、それ

は燃えるごみとして出さざるを得ないというようなところもありますけれども、水で洗浄

し、それから汚れを落として出してくださいというのは、市民の方々にもこの啓発を通じ

て周知のほうをさせていただいとるところですので、そういったところをこれからも市民

の方々、御意見の中では委員仰せのとおり面倒である、そういったお声も聞いてはおると

ころでありますけれども、資源につなげていくというところを御理解いただくようにとい

うことで、説明のほうをこれからも続けてまいりたいというふうに思います。以上でござ

います。 

 

◎藤原清史委員長 

楠木委員。 
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○楠木宏彦委員 

 非常に困難な仕事やと思いますし、市民の皆さん方一人一人がこの問題にどう取り組ん

でいただけるか、そこのところをやはり自覚していただくようなそういう啓発が非常に大

事やと思いますので、実際にこれからもやりながら対応していっていただきたいと思いま

す。 

 最後に、教育委員会のほうは、部活動指導員のことなんですけれども、ここに事業を取

り巻く状況等というようなところで、休日の部活動地域移行を進めるため、総合型地域ス

ポーツクラブ、スポーツ少年団、文化団体やスポーツ協会等に生徒の受入れについて働き

かけを行っていくと、こういった方向性を持ちながら今この指導員の配置をしていただい

ているんだと思うんですけれども、これについて今後、確かに本当に教員の働き方改革と

いう点からいっても大事な課題だと思うんですよね。 

 この間、進捗状況のところで部活動の在り方準備委員会を開催したというようなことな

んですけれども、その中でこういったことについての議論は何かあったんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 学校教育課副参事。 

 

●東端学校教育課副参事 

 学識経験者やいろんな方々にそういう御意見をいただきまして、その準備委員会などの

委員会などでは、総合型の代表の方とか、スポーツ少年団の代表の方とかも来ていただい

て、そういう受入れもしていければいいんじゃないかという、そういう御意見も頂いてお

りまして、我々としても子供たちが部活動をいろんなところでいろんな範囲でできるよう

に幅を広げていくためには、地域の方々の力が必要であるということを判断しまして、こ

ういう形で進めていきたいと思っております。 

 

◎藤原清史委員長 

楠木委員。 

 

○楠木宏彦委員 

 今のお話をお聞きしますと、そういういろいろ話合いを進めたりはしているけれども、

具体的にはまだ進んでないという感じがするんですけれども、これから本当に大きな課題

だと思うので、難しいと思いますけれども、学校と地域がどう連携していくのかという、

そこのところをやっぱり丁寧に考えていただいて進めていただきたいなと思います。以上

です。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

 宮﨑委員。 
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○宮﨑誠委員 

 私からも数点聞かせていただければと思います。まず、孤独・孤立対策推進事業につい

てになるんですけれども、先ほども御質問ありましたので重複を避けたいと思いますが、

この中で事業を取り巻く状況等、下段のほうになりますけれども、ここに超短時間雇用等

の推進に当たってということも書いてあります。これについては、基本的には障がい者雇

用というのが大きな目線になってくるかとは思うんですけれども、実際に職場へ復帰する

とかそういった場合にはどうしても最初は短い時間から回復期に持っていくという形が通

常の形になってくるかと思います。このことについて、今後どのように取り組まれる考え

を持っているのか、お聞かせ願えればと思っております。 

 

◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 超短時間雇用につきましては、今年度、東大のほうの研究をしていただいている先生の

ところに視察も行かせていただきました。いろいろ学ばせていただきまして、今後研究を

進めて、超短時間雇用をどのように進めていくか、企業との調整とかそういうのもありま

すので、研究を進めて来年度に向けてやっていきたいと考えております。以上でございま

す。 

 

◎藤原清史委員長 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 分かりました。これについてはやはり各事業者さん、企業さんとのタイアップも必要か

と思いますので、ぜひとも研究を含めながらどういった事業者さんが積極的に手を挙げて

いただけるのか、このことについても商工会議所さんとか、そういったところも通じてぜ

ひとも協力していただければと思っております。 

 次に、おでかけ支援事業についてお聞かせ願えればと思います。これについても交付枚

数の件だったりお話が出ておりましたが、実際この交付率のアップだったり使用の回数を

増やしていただく、そういった機会を今後どのようにアプローチされていくのか、いま一

度聞かせていただければと思います。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 こちらにつきまして、タクシーの利用でしていただいとるということで、そちらに今ま

でできなかった方がそちらで利用できるということで評価をいただく意見を多く頂いてお

ります。その他、利用者の方からは、特に障がいのある方ですけれども、今は50円券だけ
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の交付になっとるんですけれども、100円券も選択できるようにというようなお声もいた

だいておりますので、その辺のお声も可能な限り必要に応じて反映をして、引き続き事業

のほうも継続して実施をさせていただければなと考えております。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 これについては、私も地域の方から御相談を頂いている中で、今バス停で赤字で表示し

てあるところは、電話で予約して来ていただく、そういった時間帯の利用という形になっ

ております。 

 昨今は、高齢者の交通事故の件数を知る機会がテレビ報道や新聞報道でもたくさん出て

きております。これがもとで、私も75歳になるから早めに返納を考えているという方も最

近ではよく聞く形になりました。そういった方たちからしますと、日赤や市民病院へ行く

とかですね、買物へ行くというときにどうしても時間帯が合わない、だから利用できない

んだ、タクシーを直接呼ぶから料金がかかるんだ、こういった不満だったり御意見なども

頂いております。 

 こうなりますと、やはり福祉部門だけではなくて、公共交通の観点でもさらに意見を深

めていただきながら、何が一番身近な支援につながるのか、こういったことも引き続き考

えていただければと思いますけれども、このことについてお考えがあればお聞かせくださ

い。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 おっしゃられるように、こちらの事業につきましては、交通の都市整備部とも連携をし

て進めさせていただいとるところでございますので、引き続きましてそのような観点を持

って検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 ぜひとも横断的な支援体制を構築していただきたいと思います。 

 続きまして、脱炭素社会普及促進事業についてお聞かせ願えればと思います。これにつ

いては、先ほど楠木委員のほうからも話ありましたけれども、やはりこの進捗状況の中で、

一番下のほうに事業者向けのアンケートを11月に実施予定と記載されておるんですが、こ

れ実際にいつ、もう11月終わってしまいますが、終わっていますでしょうか。それとも、

これから発信されるんでしょうか。 
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◎藤原清史委員長 

 環境課長。 

 

●山本環境課長 

 アンケートにつきましては、事業所向けに1,000件、もう既に配っておりまして、一部

返ってきておるところです。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 このアンケートについては、どのように今後活用されますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 環境課長。 

 

●山本環境課長 

 今年度につきましては、脱炭素化に向けた現状把握ということで、産業分野ごとの排出

量の内訳の算定も行っているところです。そちらとアンケート結果と併せまして、環境審

議会へ御意見をいただいたり、また事業所のほうにフィードバックして、具体的な取組に

つなげていただきたいというふうに考えております。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 最後にしたいと思いますけれども、事業を取り巻く状況等の中で、コロナ禍が収束に落

ち着いてきているということで、観光客の方も増えてきている、この点について、やはり

明記すべきでないかなと思っております。市民がつくり出す二酸化炭素よりも年間800万

人、700万人の来場者がいれば、それだけの量が増えていく。実際にコロナの経験で電車

やバスを利用するというよりは、自家用車で来ていただいているという機会がたくさんあ

ったかと思います。このことについても、ぜひ明記すべきではないかなと思うんですが、

そのことについて考えがあればお聞かせください。 

 

◎藤原清史委員長 

 環境課長。 

 

●山本環境課長 

 観光分野における脱炭素の取組であったり、観光客の皆様への周知につきましても、重
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要と考えております。今後、環境基本計画の改定等を通じて様々な御意見を頂くと思いま

すけれども、そちらで具体的な書き込みまでいければと考えております。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

 𠮷岡委員。 

 

○𠮷岡勝裕委員 

 すみません、少しだけ聞かせてください。孤独・孤立対策推進事業につきましては、今

年度、新規事業ということで取り組んでいただいているかと思います。令和４年度の内閣

官房のこのプラットフォームの設立を受けてということで、今年度からしっかりと取り組

んでいただいている最中かと思いますけれども、そちらのプラットフォームの実績という

のは何か出てきているのか、教えていただいていいでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 プラットフォームを通じまして、この孤独・孤立対策推進事業の委託事業の中で就労体

験を受入れしていただける新規企業を８企業開拓しております。また、地域の集いの場に

おいても、ボランティア体験を新たに受入れをしていただいております。あと、駅前の同

ビル内にいるということでハローワークから就労相談から生活や経済面の相談として、職

員の方が８階から７階に一緒に案内していただき、福祉の相談につながるなど、連携も行

っている状況でございます。今後、多分野協働のプラットフォームの会議もまた開催し、

連携をしていきたいと考えております。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 𠮷岡委員。 

 

○𠮷岡勝裕委員 

 ありがとうございます。いろいろ連携をしていただいているということで、聞かせてい

ただきました。先ほどもこの就労支援の中に、この進捗状況にも載せていただいているん

ですけれども、お仕事の提供をしていただいている民間企業の皆さんがあろうかと思いま

す。ここでちょっと気になったのが、このいろいろとやっていただいている中に、市役所

でやっていただける仕事もあるんではないかなと、また、指定管理者等でいろいろと施設

管理等いろいろと出したりもしていますけれども、やはり市役所の中でもっとできること

がないんかな。民間にやっていただくよりも考えられるんではないかなと思いますが、そ

の点はいかがでしょうか。 

 

 



 18 

◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 市役所でも率先して就労の体験や働く場として取り組んでいくことを検討しております。 

今後、庁内の各部署での就労体験に向け、どのような業務があるのか調査を行い、実践し

ていきたいと考えております。また、市役所内で働きづらさを抱えた方がどのように働い

ていただけるかということを研究を進めていきたいと考えておりますし、あと、今おっし

ゃっていただきました指定管理施設も含めまして検討をしていきたいと考えておりますの

で。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 𠮷岡委員。 

 

○𠮷岡勝裕委員 

 よろしくお願いしたいと思います。やはりそういった方のその仕事のマッチングという

のもあると思いますので、たくさん仕事の種類があったほうがその方に合った仕事も提供

できると思いますので、いろいろと市役所のほうでも検討していただけたらと思います。 

 次に、おでかけ支援タクシーのところでいろいろ聞いていただきました。令和４年度に

ついては61％の交付率で、利用率が24％ということで報告をいただいておりますけれども、

今年度についてはそれを超えてくるかなというふうには見込んでおりますけれども、担当

課の見込み等、またその辺お聞かせいただけますでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 資料に記載をさせていただいています利用率につきましては、９月末時点の状況でござ

いますので、今後10月以降、例年後半、結構利用をいただくということになっております

ので、その分の利用の増加が見込まれると考えております。９月末時点の、昨年度のその

高齢者の方の分だけになりますけれども、寿バス乗車券の状況と比べますと、バスの利用

分だけでも3,000枚ほど利用増となっておりますし、また新たにタクシーの利用の部分で

新規に１万8,000枚ほど利用いただいておるということでございますので、これまでどお

りバスを利用される方に加えて、バスを利用できない方がタクシーのほうで利用いただい

ておるというような状況であると認識をしております。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 𠮷岡委員。 
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○𠮷岡勝裕委員 

 ありがとうございます。後半またこれから伸びてくるんだろうと思いますし、まだまだ

この予算の執行済額、まだ４分の１程度ですので、たくさんタクシー、バスに乗っていた

だいて、おでかけ支援になるように努力をしていただけたらと思います。以上で終わりま

す。ありがとうございました。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 すみません、たくさん聞いていただいたので、私からはかぶらない程度でさせていただ

きたいと思っております。まず、孤独・孤立対策の関係でありますけれども、これの相談

事業等がすごく大事なところかというふうに思っておりますし、当事者会とか家族会の開

催等を持っていくということと、待っておられるということが書いてあります。やっぱり

家族の方が一番ひきこもりに関しては分かってみえるのかなというふうに思いますし、な

かなかその家族の方も、そういった外へ出ていくことがなかなか難しいのかなというふう

に思いますし、買物などそういうことも難しいのかなというふうに思っております。 

 これを見ていますと、ひきこもりの家族の交流会の開催が３回というふうに書いてあり

ます。17名の方が参加されたということで、ちょっと少ないような気がするんですが、そ

の辺のところの啓発というのはどのようにされておられるんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 家族の会の交流会のほうですけれども、年６回の予定を今のところしております。参加

のほうには、特に大きくは周知はしていないんですけれども、相談のあった方にはお一人

お一人にこういう場がありますので、本人さんが来られなくても家族さんだけでもこうい

う場にどうですかというふうに声をかけながら、出ていただけるように促していっている

という状況ではございます。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 分かりました。それだけで大丈夫なのかなと、相談があった方だけがこういったことに

参加できるという感じにしか聞こえないんですけれども、広く周知する方法というのは考

えておられないんでしょうか。 
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◎藤原清史委員長 

 健康福祉部参事。 

 

●小林健康福祉部参事 

 一応、広報とかそういうのには載せさせていただくように考えていきたいと思います。

相談に来なくても本当に悩んでみえる方が気軽に来ていただけるようにという形で考えて

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 次に、おでかけ支援のほうで、皆さん聞かれたんであれですけれども、少し１点だけ。

タクシーの利用もできるようになったんですが、今タクシー不足というか運転者不足がよ

く言われておりまして、そういったところとのかみ合いというのは、絡みはどうなってい

るのかなとちょっと心配をしているんですが、タクシー業者の方々も苦慮されていると思

いますし、利用する側から見てもなかなか大変なのかなと思うんですが、その辺はどのよ

うになっておられるんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 高齢・障がい福祉課長。 

 

●奥野高齢・障がい福祉課長 

 おっしゃられるように、その辺の部分というのが心配なところではあったんですけれど

も、特に朝の時間帯、希望どおりの配車が難しい時間帯が一定程度あるということではご

ざいますけれども、またタクシー事業者さんによっては、朝７時以降は十分に対応できて

いますという声も聞いておりますので、利用時間帯の調整もしていただきながら、そのタ

クシーの事業者さんの御理解、御協力もいただきながら実施をしておるような状況でござ

います。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 分かりました。その辺、上手にやっていただきたいと思いますし、タクシー事業者さん

のほうにも負担がかからないようにもお願いしたいと思いますし、そういった方々を含め

て利用しやすい環境もつくってもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、脱炭素のほうですが１点だけ、当初予算の概要書を見ますと、最後に商工会議所

の関わりを書かれているんですが、商工会議所との関わりというのはどのように、これな
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っておられるんでしょうか。 

 

◎藤原清史委員長 

 環境課長。 

 

●山本環境課長 

 商工会議所さんとの関わりにつきましては、例えば今月ですけれども、脱炭素セミナー

を開催させていただいたり、また、環境系の部会をつくっていただいていますので、そち

らに参画させていただいて、市内の事業者さんと共に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 そこが事業報告になかったもんですから、一応確認させてもらいました。 

 あと、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ事業のほうで１点だけ確認させてください。進捗状況の中で

未利用資源の資源化に向けた調査研究ということで、刈り草の堆肥化を実施中ということ

であります。この辺のところが詳しくあまり知られていないところがあると思うんですが、

この辺ちょっと教えていただけますか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 未利用資源の資源化ということで、今年度なんですけれども、刈り草の資源化というこ

とで、こちらなんですけれども、民間施設のほうを活用していただいてということで、市

内に２か所事業所のほうが、処理施設がございますので、そちらのほうをちょっと活用さ

せていただきながら、草のほうを堆肥にしていく、あるいはチップ化していくというふう

な、そういうリサイクル方法があるということで、今年度は堆肥化のほう、ちょっと試行

的に進めさせていただいておるところでございます。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 もう一点確認したいんですが、その草を回収するのは、どのような形で回収する格好に

なるんですか。 
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◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 失礼しました。今回、この草のほうなんですけれども、公用で市内のこの施設のほうで

ということでごみ減量課のほうになるんですけれども、施設で発生した公用でこれまで広

域清掃工場のほうへ持って、燃やしていた刈り草自体を民間施設のほうで堆肥化といいま

すか、資源化につなげていくというようなものでございます。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 分かりました。ところで、例えば個人が刈ったそういうやつも当然あるかと思うんです

が、例えば事業系というか、工事等で草刈りとか工事があると思うんですが、そういった

草を売っていくとかということも、これはやっておるということで理解していいんですか。 

 

◎藤原清史委員長 

 ごみ減量課長。 

 

●林ごみ減量課長 

 すみません、今年度はまず、その公用で、直営のほうで草刈りのほうをさせていただい

て発生した草というそんなところでございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 分かりました。先ほど、公用でということですので、分かりました。民間にまでに広げ

ていってやっていくことも一つかなというふうに思っておりますので、これから検討をし

てもらいたいと思います。 

 それから、不登校の対策についてちょっとお聞きしたいんですが、これ誰も聞かなかっ

たんであれですけれども、今のいろいろ自立支援員を１名増員するとかということもあり

まして、いろいろやっていただいております。ただ、不登校の定義についてちょっと確認

をしたいと思うんですが、不登校についてはどのような定義で決められているのか、まず

教えていただけますか。 

 

◎藤原清史委員長 

 教育研究所長。 
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●上永教育研究所長 

 不登校の定義ですけれども、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因背景

により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあるため、30日以上欠席した者

のうち、病気や経済的理由を除いたものというふうになっております。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 分かりました。30日以上というふうなくくりがあるというふうに言われました。30日と

いうくくりというのが、国で示されている部分なのであまり難しいことは言えませんけれ

ども、ただ、そこへ行くまでのところ、長期欠席というか、行かなくなってきたというか、

１週間ならどうなんとか、10日どうかとか、30日まで行かない、29日なら不登校にならな

いのかなという話にはちょっとならないのかなというふうに思うんですが、その辺の掌握

と、その辺の対応というのはどのようにされておられるんですか。 

 

◎藤原清史委員長 

 教育研究所長。 

 

●上永教育研究所長 

 欠席の数につきましては、各学校からいつも教育委員会のほうに上がってきますので、

それで把握のほうはしております。その30日に満たないあたりの子供たちにつきましても、

登校渋り等の傾向にあるということで、なるべく早い段階でそのあたりをキャッチしまし

て、担任、それから学校のほうでも対応、それからいろいろなところに相談していただけ

るように、教育委員会の中の教育相談やＮＥＳＴへつなげていただけるようにというとこ

ろで働きかけをしております。 

 

◎藤原清史委員長 

 副委員長。 

 

○辻󠄀孝記副委員長 

 分かりました。要するに一人も取り残さないということが大事なので、その辺のところ

をしっかりと取り組んでいただいて、子供たちが本当に勉強もできて、楽しくやっていけ

るような環境づくりをお願いしたいと思います。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

 福井委員。 
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○福井輝夫委員 

 いろいろな方が多くのところを質問されていますので、私としてはこの不登校対策子ど

も未来サポート総合支援事業のことについて、２、３だけお聞かせいただきたいと思いま

す。伊勢市も伊勢市での不登校生徒数が前年度に比べて40人増えていると、191人という

ことで、何か増加傾向、全国的に増加傾向とは思うんですが、伊勢市も増加しておると。

その中で今、児童生徒自立支援員を１名増員してということで今書いていただいておりま

す。いい結果を出していただいているとは思うんですが、今現在何名で、この今現状１名

増員だけで今後いいものかどうか、その辺の見通しについて何かあれば教えてください。 

 

◎藤原清史委員長 

 教育研究所長。 

 

●上永教育研究所長 

 児童生徒自立支援員ですけれども、昨年度までは１名体制でやっておりましたが、教育

支援センターの通級の人数も増加傾向にあることから、今年度から１名増員をしていただ

いて、個別に対応の必要な子供も増えておりますので、そのあたりの支援のほうの充実を

してまいりました。 

 なお、今年度10月から、またもう一名増員ということで、今３名体制で支援のほうに当

たっております。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。１名増員の予定ということで充実していただいとるということ

で分かりました。よろしくお願いします。そういう面で個々の対策、対応ということもあ

ろうと思いますので、具体的にはその個人の家に行っていただいたりだとか、いろいろな

こともされているんじゃないかと思いますので、御苦労ですけれどもよろしくお願いした

いと思います。 

 それから、もう一つ、不登校児童生徒が安心して教育が受けられる環境を築くというよ

うなことで、学校、家庭、関係機関の連携を充実させると書いていただいています。具体

的に今進行している状況について教えてください。 

 

◎藤原清史委員長 

 教育研究所長。 

 

●上永教育研究所長 

 教育コンサルタントのほうが学校のほうに訪問をしておりまして、不登校児童生徒の状

況を把握したり、それから教育支援センターＮＥＳＴや教育相談のスマイル等につなげる

などして、いろいろな面からその学校への支援、それから家庭への支援等もしております。 
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以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 以前にちょっと話の中で、不登校の子供たちが教育が受けられんということで、その不

登校の、長く続いている不登校の子供と学校の教室の授業の関係を結ぶ、いわゆるＩＣＴ

利用のという話も聞いたことがあるんですけれども、その辺についてはどんなもんでしょ

うか。 

 

◎藤原清史委員長 

 教育研究所長。 

 

●上永教育研究所長 

 不登校の児童生徒のうち、ＩＣＴを学習に活用している児童生徒が70.6％、今おります。

それから、学校の別室で過ごす生徒の中でＩＣＴを活用している児童生徒が95.8％おりま

す。それから、教育支援センターＮＥＳＴのほうでも通級生のうちＩＣＴを学習に活用し

ている児童生徒は100％というところで、ＩＣＴを活用して不登校児童生徒の学習につな

げております。以上でございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 福井委員。 

 

○福井輝夫委員 

 ありがとうございます。そういう状況もしていただいているということですと、不登校

の生徒も積極的に教育のほうに携わる、そして、それが進めばまた教室に行ってみようか

なというような気持ちもなろうかと思いますので、継続してよろしくお願いします。あり

がとうございます。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御発言もないようでありますので、説明に対しての質問を終わります。 

 続いて、委員間の自由討議を行います。 

 御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御発言もないようですので、自由討議を終わります。 
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 本件につきましては、今回の審査をもって調査を終了することということで御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御異議なしと認めます。本件については調査を終了いたします。 

 会議の途中でありますが、10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前11時00分 

再開 午前11時07分 

 

◎藤原清史委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 

【伊勢市病院事業に関する事項】 

〔令和５年度経営状況について〕 

 

◎藤原清史委員長 

 次に、「伊勢市病院事業に関する事項」についての審査をお願いいたします。 

 「令和５年度経営状況について」当局から説明をお願いいたします。 

 経営企画課副参事。 

 

●西井経営企画課副参事 

 それでは、「令和５年度経営状況について」御説明申し上げます。 

 資料２を御覧ください。令和５年４月から９月までの患者数、収入、支出及び収支の状

況でございます。様式につきましては、数値が入っております左側から、令和５年度実績、

令和５年度当初予算、実績と当初予算との比較、一番右側を前年度との比較としておりま

す。 

 始めに、「１ 利用状況」の患者数でございますが、上段を延べ患者数、下段を１日平

均患者数としております。まず、入院患者数でございますが、令和５年度実績では１日平

均231.3人となり、予算に対して12.7人の減少、前年度に対しては14.7人増加しておりま

す。次の外来患者数でございますが、令和５年度実績では１日平均524.3人となり、予算

に対して9.3人、前年度に対して3.3人、それぞれ増加しております。次の健診者数でござ

いますが、令和５年度実績では１日平均50.1人となり、予算に対して1.8人、前年度に対

して0.4人、それぞれ増加しております。 

 令和５年度当初予算の患者数につきましては、新型コロナウイルス感染症対策としての

病床確保を令和５年３月までと想定し、病床確保終了後は段階的に患者数を引き上げ、年

間での１日平均患者数を入院で249人、外来で517人としております。そのため、９月末時

点での患者数につきましては、資料に記載のとおりでございます。 

 なお、10月末までは、県の要請に基づき、病床確保の取組を継続しておりましたので、

９月末での１日平均患者数は、病床確保中の予定量としました入院患者数216人、外来患
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者数500人に対しては、それぞれ上回っております。 

 下の表の入院患者数の内訳につきましては、病床ごとの入院患者数でございます。 

 次に、「２ 収入」の状況でございますが、医業収益では、予算に対しておおむね予算

どおり、前年度に対して２億3,500万円増加しております。主なものとしまして、入院収

益では、予算に対して入院患者数は減少したものの、診療単価の上昇によりおおむね予算

どおり、前年度に対しては、患者数の増加や診療単価の上昇により１億8,900万円増加し

ております。外来収益では、予算に対して診療単価は減少したものの患者数の増加により

おおむね予算どおり、前年度に対しては、患者数の増加や診療単価の上昇により3,600万

円増加しております。次の健診収益ではおおむね予算どおり、前年度と同程度となってお

ります。次の外来収益では、予算に対して１億3,600万円増加しておりますが、このうち、

病床確保に対する補助金の４月から６月分で１億3,100万円となっております。 

 以上により、収入全体では、予算に対して１億6,200万円、前年度に対して３億1,500万

円、それぞれ増加しております。 

 次に、２ページをお願いいたします。「３ 支出」の状況でございます。支出全体では

おおむね予算どおりとなっております。なお、医業費用では、前年度に対して１億7,100

万円増加しておりますが、主なものとしまして、材料費、経費でございます。 

 次に、「４ 収支」の状況でございますが、医業収支ではおおむね予算どおり、前年度

に対して6,400万円改善しております。次の健診収支ではおおむね予算どおり、前年度と

同程度となり、全体収支では、予算に対して１億7,200万円、前年度に対して１億4,100万

円、それぞれ改善しております。 

 次に、「５ 主な指標の推移」でございますが、（１）診療単価・収益の入院診療単価

では上昇傾向、外来診療単価では横ばいで推移しております。入院収益では増加傾向、外

来収益では横ばいで推移しております。次の（２）紹介患者数・救急患者数の紹介患者数

では回復傾向、救急患者数では増加傾向となっております。 

 次に、表外に記載の新型コロナウイルス感染症対策に係る確保病床数につきましては、

令和５年11月１日現在ゼロ床、当院に入院中の新型コロナウイルスに感染された方はゼロ

名となっております。なお、最大確保病床数につきましては、県の要請に基づき、10月１

日から６床としております。今後におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、大変厳しい病院経営となることが予測されますが、引き続き新型コロナウイルス感染

症への対応と通常医療との両立を図ってまいります。 

 以上、「令和５年度経営状況について」御説明申し上げました。よろしく御協議賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

◎藤原清史委員長 

 ただいまの説明に対しまして御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御発言もないようでありますので、説明に対しての質問を終わります。 

 続いて、委員間の自由討議を行います。御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎藤原清史委員長 

 御発言もないようでありますので、自由討議を終わります。 

 以上で、「令和５年度経営状況について」を終わります。 

 

【公立病院経営強化プラン（案）の概要について】 

 

◎藤原清史委員長 

 次に、「公立病院経営強化プラン（案）の概要について」当局から説明をお願いいたし

ます。 

 経営企画課副参事。 

 

●西井経営企画課副参事 

 それでは、「公立病院経営強化プラン（案）の概要について」御説明申し上げます。 

 資料３を御覧ください。公立病院経営強化プランにつきましては、令和４年３月、総務

省から示されました持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイ

ドラインに基づき、令和５年度中に策定するものでございます。 

 始めに、３ページをお願いいたします。令和４年３月、総務省から示されました持続可

能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインの概要でございま

す。本ガイドラインでは、第１、公立病院経営強化の必要性として、持続可能な地域医療

提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的

に活用するという視点を最も重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点を持っ

て、公立病院の経営を強化していくことが重要とされております。 

 次に、第２、地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定では、策定時期やプ

ランの期間、第３、都道府県の役割・責任の強化では、地域医療構想との整合性等につい

て記載されており、地域医療構想と整合的であることが求められております。 

 それでは、公立病院経営強化プラン（案）の概要について御説明申し上げます。恐れ入

りますが、１ページをお願いいたします。まず、「１．役割・機能の最適化と連携の強

化」、（１）地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能につきましては、

当院の三重県地域医療構想における役割として、一定程度の急性期機能を担うこと、将来

にわたり回復期機能の充実を図ること、在宅患者の受入れを担うことなどを踏まえた役

割・機能としております。 

 次に、（２）地域包括ケアシステム構築に向けて果たすべき役割・機能につきましては、

他の医療機関で急性期治療を経過した患者さんや在宅で療養を行っている患者さんなどを

回復期で受け入れ、在宅復帰を支援すること。また、急性期治療が必要となった患者さん

については、急性期で受け入れ、急性期から回復期へ在宅復帰を支援することとしており

ます。 

 次に、（３）機能分化・連携強化につきましては、地域医療支援病院の承認要件となっ

ております他の医療機関からの紹介率、救急医療の提供、地域医療従事者に対する研修の

実施などの維持・向上に努め、これまで以上に地域の医療機関との役割分担・連携の強化

を図ることとしております。 
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 次に、資料中頃に記載の機能別病床数につきましては…… 

 

◎藤原清史委員長 

 ちょっとお待ちください。 

〔「３ページ目から僕らもらっていない」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 資料３というのがないのですか。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前11時17分 

再開 午前11時19分 

 

◎藤原清史委員長 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 次に、「公立病院経営強化プラン（案）の概要について」当局から説明をお願いいたし

ます。 

 経営企画課副参事。 

 

●西井経営企画課副参事 

 大変失礼いたしました。 

 それでは、３ページ目をお願いいたします。令和４年３月、総務省から示されました持

続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインの概要でござ

います。本ガイドラインでは、第１、公立病院経営強化の必要性として、持続可能な地域

医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効

率的に活用するという視点を最も重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点を

持って、公立病院の経営を強化していくことが重要とされております。 

 次に、第２、地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定では、策定時期やプ

ランの期間、第３、都道府県の役割・責任の強化では、地域医療構想との整合性等につい

て記載されており、地域医療構想と整合的であることが求められております。 

 それでは、公立病院経営強化プラン（案）の概要について御説明申し上げます。恐れ入

りますが、１ページをお願いいたします。まず、「１．役割・機能の最適化と連携の強

化」、（１）地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能につきましては、

当院の三重県地域医療構想における役割として、一定程度の急性期機能を担うこと、将来

にわたり回復期機能の充実を図ること、在宅患者の受入れを担うことなどを踏まえた役

割・機能としております。 

 次に、（２）地域包括ケアシステム構築に向けて果たすべき役割・機能につきましては、

他の医療機関で急性期治療を経過した患者さんや在宅で療養を行っている患者さんなどを

回復期で受け入れ、在宅復帰を支援すること。また、急性期治療が必要となった患者さん

については、急性期で受け入れ、急性期から回復期へ在宅復帰を支援することとしており

ます。 



 30 

 次に、（３）機能分化・連携強化につきましては、地域医療支援病院の承認要件となっ

ております他の医療機関からの紹介率、救急医療の提供、地域医療従事者に対する研修の

実施などの維持・向上に努め、これまで以上に地域の医療機関との役割分担・連携の強化

を図ることとしております。 

 次に、資料中頃に記載の機能別病床数につきましては回復期のうち、地域包括ケア病床

60床を69床に、慢性期・ホスピス病床20床を11床へ転換することとしております。なお、

総病床数300床に変更はございません。病床機能の転換理由としましては、「１．役割・

機能の最適化と連携の強化」（１）から（３）に取り組むためでございます。 

 また、現在、手術件数及び救急患者数などの増加により、新規の入院患者数が増加して

いるため、急性期病床から回復期病床への転棟を促進しておりますが、急性期病床の稼働

率は高く、時期や曜日によっては、急性期病床の運用が困難な状況にあります。そのため、

さらなる回復期病床への転棟の促進、また、今後増加が見込まれる高齢者の急性期治療を

経過した患者さんや在宅で療養を行っている患者さんなどの受入れへの対応、地域包括ケ

アシステムの構築に向けた役割を担うためでございます。 

 なお、「１．役割・機能の最適化と連携の強化」及び病床機能の転換につきましては、

本年、10月17日に開催されました令和５年度第２回伊勢志摩地域医療構想調整会議におき

まして、協議が図られ、合意を得たものでございます。 

 次に、「２．医師・看護師等の確保と働き方改革」（１）医師・看護師等の確保につき

ましては、引き続き、これまでの取組を継続していくこととしております。 

次に、（２）医師の働き方改革への対応につきましては、必要な人材の確保、タスク

シフト・タスクシェアの推進やＩＣＴの活用を図ってまいります。 

 次に、「３．経営形態の見直し」につきましては、地方公営企業法の全部適用を維持し、

引き続き自立的な病院経営に取り組んでまいります。 

 次に、「４．新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み」につきましては、

新型コロナウイルス感染症を想定した取組としております。 

 次に、「５．施設・設備の最適化」では、施設・設備の適正管理と整備費の抑制、デジ

タル化への対応を、「６．経営の効率化」では、記載のとおりの経営指標を予定しており

ます。なお、公立病院経営強化プランの策定に合わせて、財政収支計画の見直しをしてま

いります。 

 以上、「公立病院経営強化プラン（案）の概要について」御説明申し上げました。よろ

しく御協議賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎藤原清史委員長 

 ただいまの説明に対しまして御発言はありませんか。 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 私から少し聞かせていただければと思います。１ページ目の２項目め、これについては

医師・看護師等を確保と働き方改革というふうに記載をしていただきました。その中でも

医師の働き方改革への対応ということで、タスクシフト、看護師や薬剤師さんなど、そう
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いった方にも医師の業務の一部を担っていただく業務移管のことだと思っております。 

 また、タスクシェアにつきましては、医師の業務を複数の職種で分け合う、業務の共同

化ですかね、そういったことを示す意味合いだと思っておりますが、やはり何よりも患者

の一番近くにいる看護師さんが判断可能な範囲を拡大していくこと、そしてまた、さらに

専門性を発揮できる、そういったことにもつながってくるかと思います。患者へのタイム

リーな医療提供が可能になるということが、このタスクシフト、タスクシェアのつながり

になっていくかなと思っておりますが、実際に看護師が専門性を発揮できる、そのために

は様々な勉強をしたり、教育を受ける、そういった機会が必要かと思っております。また、

さらには救急を要するような事案に対しての対応できる免許等の取得、こういったことも

必要になってくるかと思いますが、今後どのようにそういった看護師さん、薬剤師さん等

の教育とか、そういった方針についてお考えがあればお聞かせ願いたいと思いますが。 

 

◎藤原清史委員長 

 経営企画課長。 

 

●奥田経営企画課長 

 おっしゃっていただきましたように、医師の負担軽減には、チーム医療による医師業務

のタスクシェア、シフトというのは不可欠となっております。特に、患者様に近い看護師

につきましては、それが最も重要やと考えております。近年では、看護師が医師の指示の

下で特定行為を行うことが可能となっておる特定行為研修というのがございます。これの

研修の受講、さらには認定看護師の資格の取得に向けて、有資格者の確保に努めていきた

いというふうに考えております。以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 宮﨑委員。 

 

○宮﨑誠委員 

 有資格の確保だけではなくて、そういった人材がいればそういった方を募っていく、公

募していくというのも一つの視野に入れていただいて、ぜひともそういった形で患者さん

により近い目線で対応していただければと思っております。 

 また、ＩＣＴの活用ということで、２ページにもありますけれども、５項目めの施設・

設備の最適化という中で、（２）のデジタル化への対応ということも記載していただいて

おります。やはり医師の働き方改革、そして看護師の働き方改革についても、やはりこの

ＩＣＴの活用が進んでいることで、何かしら相乗効果が得られるものだと思っております。

今後、このＩＣＴ化で改善されることがあれば、ぜひとも進んで実施していただきたいと

思いますが、今後、この病院内でどのような環境を整えていくのか、そのお考えがあれば

最後にお聞かせ願いたいと思います。 

 

◎藤原清史委員長 

 経営企画課長。 
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●奥田経営企画課長 

 ＩＣＴの活用でございますけれども、労働時間の管理の適正化、それと省力化に必要な

勤怠管理システムのほか、医師の診療行為の補助などＡＩの問診、それとオンライン診療

等、ＩＣＴの導入に向けて先進事例を研究してまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言ありませんか。 

 𠮷岡委員。 

 

○𠮷岡勝裕委員 

 それでは、ちょっと１点だけ聞かせてください。この病院経営の強化プランということ

で、確かに大事なことだと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、

概要としてはこれを良としたいというふうには思いますけれども、そこで真ん中のところ

に記載をしていただいております機能別の病床数について少し聞かせていただけたらと思

います。今回、ホスピス病床、慢性期の20床あるのを11床にして、回復期の地域包括ケア

病床を60床から69床にするということで変更したいということになっております。現在の、

先ほども報告ありましたとおり、伊勢市民病院につきましては、救急の輪番制を増やした

り、また救急センターを開設したりということで、大変どちらかというと急性期の一般病

床のところを増やしたいというのが現状ではないかというふうに思います。先ほどの病院

経営の状況につきましても、一般病床のほうがかなり増えてきているというところで、ま

だ地域包括ケアにつきましては若干余裕があるのかなというふうには思いますけれども、

その辺、この変更について考え方をお聞かせいただけたらと思います。 

 

◎藤原清史委員長 

 医療事務課長。 

 

●南平医療事務課長 

 今回、地域包括ケア病床のほうを増やすようなことでつくらせていただいております。

地域包括ケア病床は、役割といたしましては、急性期を経過した患者の受入れでありまし

たり、在宅で療養を行っている患者の受入れ、また在宅復帰の支援を行うような機能を有

しているような病床でございます。それで、今回増やすような話をさせていただいており

ますのは、当院といたしましては一般病床をはじめとした多彩な病床機能はあります中で、

急性期が今いっぱいになるというお話もさせていただきましたけれども、それの受皿にな

るというところも充実させていただいた上でですね、先ほど説明させていただきましたと

おり、当院における地域における役割でありましたり、医療機能の最適化、また地域医療

連携の強化というものを総合的に判断させていただきまして、今回のような地域包括ケア

を増やすというようなことをさせていただくというところでございます。以上でございま

す。 
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◎藤原清史委員長 

 𠮷岡委員。 

 

○𠮷岡勝裕委員 

 分かりました。先ほども工夫をしてというか、回復期のほうの稼働を上げるような形で、

上手に回していただけるというふうに思いますけれども、この病院については地域の病院

ということで、公立病院としての役割もあると思いますので、しっかりとその辺、取り組

んでいただけたらというふうに思います。以上です。ありがとうございました。 

 

◎藤原清史委員長 

 他に御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御発言もないようでありますので、説明に対しての質問を終わります。 

 続いて、委員間の自由討議を行います。御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御発言もないようでありますので、自由討議を終わります。 

 以上で、「公立病院経営強化プラン（案）の概要について」を終わります。 

 「伊勢市病院事業に関する事項」につきましては、引き続き調査を継続していくという

ことで御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎藤原清史委員長 

 御異議なしと認めます。本件については引き続き調査を継続いたします。 

 以上で、本日御審査願います案件は終わりましたので、これをもちまして、教育民生委

員会を閉会いたします。 

 

閉会 午前11時33分 

 

 上記署名する。 

 

  令和５年11月21日 

 

   委 員 長 
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